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(57)【要約】
【課題】　ゲート絶縁膜の平坦性が優れた薄膜トランジ
スタ（ＴＦＴ）及びその製造方法を提供する。
【解決手段】　基板１０上の絶縁体層に溝を設け、この
溝中にその表面が前記絶縁体層の表面とほぼ平坦になる
ようにゲート電極１２を形成し、該ゲート電極１２上に
ゲート絶縁膜１３を介して半導体層１４を配置し、該半
導体層にソース電極１５およびドレイン電極の少なくと
も一方を電気的に接続した半導体装置において、前記ゲ
ート絶縁膜１３を前記ゲート電極１２上に設けた絶縁体
塗布膜１３１とその上に形成された絶縁体ＣＶＤ膜１３
２とを含んで構成した。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、該基板上に設けられかつ溝を有する絶縁体層と、該溝中にその表面が前記絶縁
体層の表面とほぼ平坦になるように設けられた導電体層と、該導電体層上に設けられた絶
縁膜と、該導電体層の少なくとも一部の上方において該絶縁膜上に設けられた半導体層と
を有する半導体装置において、前記絶縁膜が絶縁体塗布膜を含むことを特徴とする半導体
装置。
【請求項２】
　前記絶縁膜が前記絶縁体塗布膜のみからなることを特徴とする請求項１に記載の半導体
装置。
【請求項３】
　前記絶縁膜が他の絶縁体膜をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の半導体装置
。
【請求項４】
　前記他の絶縁体膜が絶縁体ＣＶＤ膜であることを特徴とする請求項３に記載の半導体装
置。
【請求項５】
　前記他の絶縁体膜が前記絶縁体塗布膜と前記半導体層との間に設けられたことを特徴と
する請求項３又は４に記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記他の絶縁体膜が前記絶縁体塗布膜と前記導電体層との間に設けられたことを特徴と
する請求項３又は４に記載の半導体装置。
【請求項７】
　前記導電体層の一部がゲート電極であり、該ゲート電極上の前記絶縁膜がゲート絶縁膜
であり、前記半導体層は前記ゲート絶縁膜上に設けられたことを特徴とする請求項１～６
の一つに記載の半導体装置。
【請求項８】
　前記半導体層にソース電極およびドレイン電極の少なくとも一方が電気的に接続されて
いることを特徴とする請求項７に記載の半導体装置。
【請求項９】
　基板上の絶縁体層に溝を設け、該溝中にその表面が前記絶縁体層の表面とほぼ平坦にな
るようにゲート電極を形成し、該ゲート電極上にゲート絶縁膜を介して半導体層を配置し
、該半導体層にソース電極およびドレイン電極の少なくとも一方を電気的に接続した半導
体装置において、前記ゲート絶縁膜を前記ゲート電極上に設けた絶縁体塗布膜とその上に
形成された絶縁体ＣＶＤ膜とを含んで構成したことを特徴とする半導体装置。
【請求項１０】
　前記絶縁体塗布膜は、その表面の平坦度がＲａで１ｎｍ以下、ピーク・トウ・バレイ値
で２０ｎｍ以下であることを特徴とする請求項１～９の一つに記載の半導体装置。
【請求項１１】
　前記ゲート電極は、その表面の平坦度がＲａで３ｎｍ以上、ピーク・トウ・バレイ値で
３０ｎｍ以上であることを特徴とする請求項７～９の一つに記載の半導体装置。
【請求項１２】
　前記基板は実質的に透明な絶縁体基板であって、前記絶縁体層は実質的に透明な樹脂層
であることを特徴とする請求項１～１１の一つに記載の半導体装置。
【請求項１３】
　前記樹脂層が、アルカリ可溶性脂環式オレフィン系樹脂と感放射線成分とを含有する感
光性樹脂組成物で形成されたものである請求項１２に記載の半導体装置。
【請求項１４】
　前記樹脂層がアクリル系樹脂、シリコーン系樹脂、フッ素系樹脂、ポリイミド系樹脂、
ポリオレフィン系樹脂、脂環式オレフィン系樹脂、およびエポキシ系樹脂からなる群から
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選ばれた一種以上の樹脂を含む請求項１２に記載の半導体装置。
【請求項１５】
　前記ゲート電極が、下地密着層と導電金属層と導電金属拡散抑止層とを少なくとも含ん
で構成されていることを特徴とする請求項７～９および１１の一つに記載の半導体装置。
【請求項１６】
　前記絶縁体塗布膜が前記導電体層と前記絶縁体層との間の隙間を埋め、かつ前記絶縁体
層の表面上に延在していることを特徴とする請求項１～６、１０、および１２～１４の一
つに記載の半導体装置。
【請求項１７】
　前記絶縁体塗布膜は実質的に透明であり、前記ゲート電極と前記絶縁体層との間の隙間
を埋め、かつ前記絶縁体層の表面上に延在していることを特徴とする請求項７～９および
１１の一つに記載の半導体装置。
【請求項１８】
　前記絶縁体ＣＶＤ膜は実質的に透明であり、前記絶縁体層の表面上に延在している前記
絶縁体塗布膜上に延在していることを特徴とする請求項１７に記載の半導体装置。
【請求項１９】
　前記絶縁体塗布膜は、金属有機化合物および金属無機化合物の少なくとも一方と溶媒と
を含む液体状の塗布膜を乾燥、焼成して得た膜であることを特徴とする請求項１～１８の
一つに記載の半導体装置。
【請求項２０】
　前記絶縁体層は実質的に透明な樹脂層であり、前記絶縁体塗布膜は、金属有機化合物お
よび金属無機化合物の少なくとも一方と溶媒とを含む液体状の塗布膜を乾燥し３００℃以
下で焼成して得た膜であることを特徴とする請求項１～１８の一つに記載の半導体装置。
【請求項２１】
　前記絶縁体塗布膜の誘電率は２．６以上であることを特徴とする請求項１～２０の一つ
に記載の半導体装置。
【請求項２２】
　前記絶縁体ＣＶＤ膜の誘電率は４以上であることを特徴とする請求項４または９に記載
の半導体装置。
【請求項２３】
　前記ゲート絶縁膜の厚さがＥＯＴ（二酸化珪素換算）で９５ｎｍ乃至２００ｎｍである
ことを特徴とする請求項７～２２の一つに記載の半導体装置。
【請求項２４】
　前記絶縁体ＣＶＤ膜の厚さがＥＯＴ（二酸化珪素換算）で８０ｎｍ乃至１８５ｎｍであ
ることを特徴とする請求項２２に記載の半導体装置。
【請求項２５】
　前記絶縁体塗布膜の厚さがＥＯＴ（二酸化珪素換算）で１５ｎｍ乃至１２０ｎｍである
ことを特徴とする請求項１～２４の一つに記載の半導体装置。
【請求項２６】
　請求項１～２５のいずれかに記載の半導体装置を用いて製造された表示装置。
【請求項２７】
　前記表示装置は液晶表示装置または有機ＥＬ表示装置であることを特徴とする請求項２
６に記載の表示装置。
【請求項２８】
　溝を有する絶縁体層を基板上に設ける工程と、該溝中にその表面が前記絶縁体層の表面
とほぼ平坦になるように導電体層を形成する工程と、該導電体層上に絶縁体塗布膜を形成
する工程と、前記絶縁体塗布膜の少なくとも一部の上に半導体層を形成する工程とを有す
ることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２９】
　前記絶縁体塗布膜を形成する工程の前または後に他の絶縁体膜を形成する工程を含むこ
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とを特徴とする請求項２８に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３０】
　前記他の絶縁体膜をＣＶＤで形成することを特徴とする請求項２９に記載の半導体装置
の製造方法。
【請求項３１】
　前記導電体層の一部をゲート電極とし、該ゲート電極上の前記絶縁体塗布膜をゲート絶
縁膜の少なくとも一部とし、前記半導体層を前記ゲート絶縁膜上に設けることを特徴とす
る請求項２８～３０の一つに記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３２】
　前記半導体層にソース電極およびドレイン電極の少なくとも一方を形成する工程をさら
に含むことを特徴とする請求項３１に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３３】
　基板上に溝を有する絶縁体層を設ける工程と、該溝中にその表面が前記絶縁体層の表面
とほぼ平坦になるようにゲート電極を形成する工程と、該ゲート電極上に絶縁体塗布膜を
形成する工程と、前記絶縁体塗布膜上にＣＶＤで誘電体膜を形成する工程と、前記誘電体
膜上に半導体層を形成する工程と、該半導体層にソース電極およびドレイン電極の少なく
とも一方を電気的に接続する工程とを有することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項３４】
　前記絶縁体塗布膜を形成する工程は、金属有機化合物および金属無機化合物の少なくと
も一方と溶媒とを含む液体状の材料を前記ゲート電極上に塗布する工程と、塗布した膜を
乾燥する工程と、乾燥した膜を焼成する工程とを含むことを特徴とする請求項２８～３３
の一つに記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３５】
　前記ゲート電極を形成する工程が、導電金属層をめっき法、印刷法またはインクジェッ
トによる塗布法により形成する工程と、その上に導電金属拡散抑止層をめっき法、印刷法
またはインクジェットによる塗布法により形成する工程と含むことを特徴とする請求項３
１～３４に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３６】
　前記絶縁体塗布膜を形成する工程が、前記液体状の材料を前記ゲート電極と前記絶縁体
層との間の隙間を埋め、かつ前記絶縁体層の表面上に延在するように塗布する工程を含む
ことを特徴とする請求項３１～３５の一つに記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３７】
　前記基板上に溝を有する絶縁体層を設ける工程が、前記基板上に樹脂膜を形成する工程
と、該樹脂膜をパターニングすることで前記ゲート電極を収容すべき溝を形成する工程と
を含むことを特徴とする請求項２８～３６の一つに記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３８】
　前記焼成を不活性ガス雰囲気中または大気雰囲気中で行うことを特徴とする請求項３４
に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３９】
　請求項２８～３８のいずれかに記載の方法を用いて半導体装置を形成する工程を有する
ことを特徴とする液晶表示装置または有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項４０】
　前記導電金属層はＣｕおよびＡｇの少なくとも一つを含み、前記導電金属拡散抑止層は
Ｎｉ、Ｗ、Ｔａ、Ｎｂ、及びＴｉのいずれかから選択される金属を含んでなることを特徴
とする請求項１５に記載の半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は半導体装置特に薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）に関し、またその製造方法に関す
る。
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【背景技術】
【０００２】
　一般に、液晶表示装置、有機EL装置、無機EL装置等の表示装置は、平坦な一主面を有す
る基板上に、配線パターン、電極パターン等の導電パターンを順次、成膜、パターニング
することによって形成されている。そして、電極膜、表示装置を構成する素子に必要な各
種の膜等を順次成膜、パターニングすることによって、表示装置が製作されている。
【０００３】
　近年、この種の表示装置に対しては大型化の要望が強くなっている。大型の表示装置を
形成するには、より多くの表示素子を高精度で基板上に形成し、これらの素子を配線パタ
ーンと電気的に接続する必要がある。この場合、基板上には配線パターンの他に、絶縁膜
、TFT（薄膜トランジスタ）素子、発光素子等が多層化された状態で形成されている。そ
の結果、基板上には、階段状に段差ができるのが普通であり、配線パターンはこれらの段
差を越えて配線されている。更に、表示装置を大型化する際、配線パターン自体が長くな
るため、当該配線パターンの抵抗を低くすることが必要になってくる。配線パターンの段
差を解消し、かつ低抵抗化する手法として、特許文献１、特許文献２および特許文献３で
は液晶ディスプレイのような平面ディスプレイ用配線を形成するために、透明な基板表面
に配線と、これと同等の高さの透明な絶縁材料を配線パターンに接するように形成するこ
とが開示されている。また特許文献３においては、さらに加熱プレスやＣＭＰにより配線
をより平坦化する方法が開示されている。
【０００４】
【特許文献１】ＷＯ２００４／１１０１１７号
【特許文献２】特願２００５－１７３０５０号公報
【特許文献３】特開２００５－２１００８１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１においては、樹脂パターンにより形成された溝の中に配線を埋設し厚膜配線
化することにより表示装置の特性の向上が可能であることが開示されており、配線形成方
法としてインクジェット法やスクリーン印刷法等の手法が開示されている。
【０００６】
　しかしながら、開示された方法では基板への密着性に問題があることが判明した。
【０００７】
　更に、特許文献１に記載されているように、配線を導電性インクやスクリーン印刷等で
形成すると、配線の表面が粗く、配線上に形成される絶縁層等の平坦性が悪くなることも
分かった。導電性インクやスクリーン印刷によって形成された配線をゲート電極として使
用した場合、配線表面の粗さのため、チャンネルを通るキャリアの伝播率が悪化し、高速
動作の障害になると言う現象が観測された。更に、導電性インクやスクリーン印刷等では
、配線が微細になると、所望の形状を得ることが困難になることも判明した。たとえば、
幅２０μｍ、長さ５０μｍのゲート電極をこれらの方法で形成しようとしても、電極材料
が全面に行き渡らず、所望のパターンの形成が実用上不可能であることが判明した。
【０００８】
　特許文献２では、これらの問題を解決するために、密着性を高めるように、絶縁基板上
を表面修飾する工程と、該絶縁基板上に樹脂膜を形成する工程と、該樹脂膜をパターニン
グすることで電極もしくは配線が収容される凹部を形成する工程と、該凹部に触媒付与す
る工程と、該樹脂膜を加熱硬化する工程と、該凹部にめっき法により導電性材料を形成す
る工程と、を少なくとも含む製造方法を提案している。ゲート電極等の導電金属層、たと
えばＣｕ層は無電解めっき法により形成され、その上にＣｕ拡散抑止層として選択的ＣＶ
Ｄ法によりＷ層を形成するか、無電解めっき法によりＮｉ層を形成してゲート電極として
いる。この方法によれば、ゲート電極の基板への密着性は改善され、さらに幅２０μｍ、
長さ５０μｍのゲート電極であっても、寸法の大小にかかわりなく、所望のパターンの形
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成が可能である。しかしながら、この方法でもゲート電極の表面が粗く、ゲート電極上に
形成されるゲート絶縁層の平坦性が悪いことが分かった。例えば、無電解めっきで形成さ
れたＣｕ層表面の平坦度はＲａで１７．７４ｎｍ、ピーク・トウ・バレイ値で１９３．９
２ｎｍにも達し、その上に形成されたＮｉ層表面も平坦度はＲａで８．５８ｎｍ、ピーク
・トウ・バレイ値で６８．７ｎｍとなり、この表面の粗さのためにゲート絶縁膜としてＣ
ＶＤ形成された窒化シリコンの表面、すなわち半導体層のチャンネル領域との界面も粗く
、表面散乱の結果キャリアの移動度が悪化することが判明した。ゲート電極表面の平坦度
はＲａで１ｎｍ以下、ピーク・トウ・バレイ値で２０ｎｍ以下であることがゲート絶縁膜
とチャンネル領域との界面における平坦性を維持しキャリアの界面散乱を防ぐために必要
である。
【０００９】
　特許文献３では、これらの配線表面の粗さの問題を解決する方法として、プレス部材に
よって絶縁膜および埋め込み配線 を押圧する加熱プレス処理、またはＣＭＰ処理する工
程を提案している。しかしながら、近年のマザーガラスの基板サイズの大型化に伴い、特
に第５世代の１１００ｍｍ×１３００ｍｍ以上の大きさのガラス基板においては、これら
の配線の平坦化の方法は現実的ではなくなっている。加熱プレス処理はわずかなガラスの
ひずみが破損につながり、またＣＭＰによる大型ガラス基板の全面均一研磨は非常に困難
であり、コストの増大につながる。
【００１０】
　また、めっき層と周囲の樹脂膜との間に隙間が生じる現象も観測された。原因はめっき
処理時の高温で樹脂が膨張し、めっき形成後に収縮するためと見られる。このような隙間
があると、ゲート絶縁膜に電界集中が起きて絶縁破壊が生じ、ゲート電極とチャンネル領
域とがショートしてしまう。
【００１１】
　本発明の目的は、ゲート絶縁膜の平坦性が優れた薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）及びその
製造方法を提供することである。
【００１２】
　本発明の他の目的は、ゲート電極表面の粗さおよび周囲の絶縁層との隙間の問題を解決
した半導体装置及びその製造方法を提供することである。
【００１３】
　本発明の更に他の目的は、界面平坦性の優れた薄膜トランジスタを含む表示装置及びそ
の製造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明によれば、基板と、該基板上に設けられかつ溝を有する絶縁体層と、該溝中にそ
の表面が前記絶縁体層の表面とほぼ平坦になるように設けられた導電体層と、該導電体層
上に設けられた絶縁膜と、該導電体層の少なくとも一部の上方において該絶縁膜上に設け
られた半導体層とを有する半導体装置において、前記絶縁膜が絶縁体塗布膜を含むことを
特徴とする半導体装置が得られる。
【００１５】
　本発明によれば、前記絶縁膜が前記絶縁体塗布膜のみからなることを特徴とする半導体
装置が得られる。
【００１６】
　本発明によれば、前記絶縁膜が他の絶縁体膜をさらに含むことを特徴とする半導体装置
が得られる。
【００１７】
　本発明によれば、前記他の絶縁体膜が絶縁体ＣＶＤ膜であることを特徴とする半導体装
置が得られる。
【００１８】
　本発明によれば、前記他の絶縁体膜が前記絶縁体塗布膜と前記半導体層との間に設けら



(7) JP 2008-103653 A 2008.5.1

10

20

30

40

50

れたことを特徴とする半導体装置が得られる。
【００１９】
　本発明によれば、前記他の絶縁体膜が前記絶縁体塗布膜と前記導電体層との間に設けら
れたことを特徴とする半導体装置が得られる。
【００２０】
　本発明によれば、前記導電体層の一部がゲート電極であり、該ゲート電極上の前記絶縁
膜がゲート絶縁膜であり、前記半導体層は前記ゲート絶縁膜上に設けられたことを特徴と
する半導体装置が得られる。
【００２１】
　本発明によれば、前記半導体層にソース電極およびドレイン電極の少なくとも一方が電
気的に接続されていることを特徴とする半導体装置が得られる。
【００２２】
　本発明によれば、基板上の絶縁体層に溝を設け、該溝中にその表面が前記絶縁体層の表
面とほぼ平坦になるようにゲート電極を形成し、該ゲート電極上にゲート絶縁膜を介して
半導体層を配置し、該半導体層にソース電極およびドレイン電極の少なくとも一方を電気
的に接続した半導体装置において、前記ゲート絶縁膜を前記ゲート電極上に設けた絶縁体
塗布膜とその上に形成された絶縁体ＣＶＤ膜とを含んで構成したことを特徴とする半導体
装置が得られる。
【００２３】
　本発明によれば、前記絶縁体塗布膜は、その表面の平坦度がＲａで１ｎｍ以下、ピーク
・トウ・バレイ値で２０ｎｍ以下であることを特徴とする半導体装置が得られる。
【００２４】
　本発明によれば、前記ゲート電極は、その表面の平坦度がＲａで３ｎｍ以上、ピーク・
トウ・バレイ値で３０ｎｍ以上であることを特徴とする半導体装置が得られる。
【００２５】
　本発明によれば、前記基板は実質的に透明な絶縁体基板であって、前記絶縁体層は実質
的に透明な樹脂層であることを特徴とする半導体装置が得られる。
【００２６】
本発明によれば、前記樹脂層が、アルカリ可溶性脂環式オレフィン系樹脂と感放射線成分
とを含有する感光性樹脂組成物で形成されたものであることを特徴とする半導体装置が得
られる。
【００２７】
　本発明によれば、前記樹脂層がアクリル系樹脂、シリコーン系樹脂、フッ素系樹脂、ポ
リイミド系樹脂、ポリオレフィン系樹脂、脂環式オレフィン系樹脂、およびエポキシ系樹
脂からなる群から選ばれた一種以上の樹脂を含むことを特徴とする半導体装置が得られる
。
【００２８】
本発明によれば、前記ゲート電極が、下地密着層と導電金属層と導電金属拡散抑止層とを
少なくとも含んで構成されていることを特徴とする半導体装置が得られる。
【００２９】
　本発明によれば、前記絶縁体塗布膜が前記導電体層と前記絶縁体層との間の隙間を埋め
、かつ前記絶縁体層の表面上に延在していることを特徴とする半導体装置が得られる。
【００３０】
　本発明によれば、前記絶縁体塗布膜は実質的に透明であり、前記ゲート電極と前記絶縁
体層との間の隙間を埋め、かつ前記絶縁体層の表面上に延在していることを特徴とする半
導体装置が得られる。
【００３１】
　本発明によれば、前記絶縁体ＣＶＤ膜は実質的に透明であり、前記絶縁体層の表面上に
延在している前記絶縁体塗布膜上に延在していることを特徴とする半導体装置が得られる
。
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【００３２】
　本発明によれば、前記絶縁体塗布膜は、金属有機化合物および金属無機化合物の少なく
とも一方と溶媒とを含む液体状の塗布膜を乾燥、焼成して得た膜であることを特徴とする
半導体装置が得られる。
【００３３】
　本発明によれば、前記絶縁体層は実質的に透明な樹脂層であり、前記絶縁体塗布膜は、
金属有機化合物および金属無機化合物の少なくとも一方と溶媒とを含む液体状の塗布膜を
乾燥し３００℃以下で焼成して得た膜であることを特徴とする半導体装置が得られる。
【００３４】
　本発明によれば、前記絶縁体塗布膜の誘電率は２．６以上であることを特徴とする半導
体装置が得られる。
【００３５】
　本発明によれば、前記絶縁体ＣＶＤ膜の誘電率は４以上であることを特徴とする半導体
装置が得られる。
【００３６】
　本発明によれば、前記ゲート絶縁膜の厚さがＥＯＴ（二酸化珪素換算）で９５ｎｍ乃至
２００ｎｍであることを特徴とする半導体装置が得られる。
【００３７】
　本発明によれば、前記絶縁体ＣＶＤ膜の厚さがＥＯＴ（二酸化珪素換算）で８０ｎｍ乃
至１８５ｎｍであることを特徴とする半導体装置が得られる。
【００３８】
　本発明によれば、前記絶縁体塗布膜の厚さがＥＯＴ（二酸化珪素換算）で１５ｎｍ乃至
１２０ｎｍであることを特徴とする半導体装置が得られる。
【００３９】
　本発明によれば、上記した半導体装置を用いて製造された表示装置が得られる。
【００４０】
　本発明によれば、前記表示装置は液晶表示装置または有機ＥＬ表示装置であることを特
徴とする表示装置が得られる。
【００４１】
　本発明によれば、溝を有する絶縁体層を基板上に設ける工程と、該溝中にその表面が前
記絶縁体層の表面とほぼ平坦になるように導電体層を形成する工程と、該導電体層上に絶
縁体塗布膜を形成する工程と、前記絶縁体塗布膜の少なくとも一部の上に半導体層を形成
する工程とを有することを特徴とする半導体装置の製造方法が得られる。
【００４２】
　本発明によれば、前記絶縁体塗布膜を形成する工程の前または後に他の絶縁体膜を形成
する工程を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法が得られる。
【００４３】
　本発明によれば、前記他の絶縁体膜をＣＶＤで形成することを特徴とする半導体装置の
製造方法が得られる。
【００４４】
　本発明によれば、前記導電体層の一部をゲート電極とし、該ゲート電極上の前記絶縁体
塗布膜をゲート絶縁膜の少なくとも一部とし、前記半導体層を前記ゲート絶縁膜上に設け
ることを特徴とする半導体装置の製造方法が得られる。
【００４５】
　本発明によれば、前記半導体層にソース電極およびドレイン電極の少なくとも一方を形
成する工程をさらに含むことを特徴とする半導体装置の製造方法が得られる。
【００４６】
　本発明によれば、基板上に溝を有する絶縁体層を設ける工程と、該溝中にその表面が前
記絶縁体層の表面とほぼ平坦になるようにゲート電極を形成する工程と、該ゲート電極上
に絶縁体塗布膜を形成する工程と、前記絶縁体塗布膜上にＣＶＤで誘電体膜を形成する工
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程と、前記誘電体膜上に半導体層を形成する工程と、該半導体層にソース電極およびドレ
イン電極の少なくとも一方を電気的に接続する工程とを有することを特徴とする半導体装
置の製造方法が得られる。
【００４７】
　本発明によれば、前記絶縁体塗布膜を形成する工程は、金属有機化合物および金属無機
化合物の少なくとも一方と溶媒とを含む液体状の材料を前記ゲート電極上に塗布する工程
と、塗布した膜を乾燥する工程と、乾燥した膜を焼成する工程とを含むことを特徴とする
半導体装置の製造方法が得られる。
【００４８】
　本発明によれば、前記ゲート電極を形成する工程が、導電金属層をめっき法、印刷法ま
たはインクジェットによる塗布法により形成する工程と、その上に導電金属拡散抑止層を
めっき法、印刷法またはインクジェットによる塗布法により形成する工程と含むことを特
徴とする半導体装置の製造方法が得られる。
【００４９】
　本発明によれば、前記絶縁体塗布膜を形成する工程が、前記液体状の材料を前記ゲート
電極と前記絶縁体層との間の隙間を埋め、かつ前記絶縁体層の表面上に延在するように塗
布する工程を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法が得られる。
【００５０】
　本発明によれば、前記基板上に溝を有する絶縁体層を設ける工程が、前記基板上に樹脂
膜を形成する工程と、該樹脂膜をパターニングすることで前記ゲート電極を収容すべき溝
を形成する工程とを含むことを特徴とする半導体装置の製造方法が得られる。
【００５１】
　本発明によれば、前記焼成を不活性ガス雰囲気中または大気雰囲気中で行うことを特徴
とする半導体装置の製造方法が得られる。
【００５２】
　本発明によれば、上記した方法を用いて半導体装置を形成する工程を有することを特徴
とする液晶表示装置または有機ＥＬ表示装置の製造方法が得られる。
【００５３】
　本発明によれば、前記導電金属層はＣｕおよびＡｇの少なくとも一つを含み、前記導電
金属拡散抑止層はＮｉ、Ｗ、Ｔａ、Ｎｂ、及びＴｉのいずれかから選択される金属を含ん
でなることを特徴とする半導体装置が得られる。
【発明の効果】
【００５４】
　本発明によれば、表面の粗いゲート電極上に絶縁体塗布膜を設けることによってその表
面の平坦度をＲａで１ｎｍ以下、ピーク・トウ・バレイ値で２０ｎｍ以下にすることがで
き、その結果、ゲート絶縁膜の表面を平坦化し、チャンネル領域との界面が平坦となって
キャリアの界面散乱を防ぎ、高いキャリア移動度を達成することができる。また、ゲート
電極とその周囲の絶縁層との間の隙間を埋めゲート電極上から絶縁層表面上にわたって平
坦な表面を提供し、ゲート絶縁膜の破壊を防止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５５】
　本発明の実施例１について図を用いて説明する。
【実施例１】
【００５６】
　図１は本発明の薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）の構造の一例を示す断面図である。図１を
参照すると、ガラス基板（絶縁基板）１０上に形成された透明感光性樹脂からなる透明樹
脂膜１１と、該透明樹脂膜１１にガラス基板１０に達するように形成され、該透明樹脂膜
１１と略同一の高さまで形成されたゲート電極１２と、該透明樹脂１１と該ゲート電極１
２上にわたって形成された絶縁体塗布膜１３１およびその上のＣＶＤ誘電体膜１３２とか
らなるゲート絶縁膜１３と、該ゲート電極１２上に該ゲート絶縁膜１３を介して形成され
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てなる半導体層１４と、該半導体層１４に接続されたソース電極１５とドレイン電極１６
とを有している。
【００５７】
　図２は本実施例１に係る薄膜トランジスタのゲート電極部の構造を拡大して示した断面
図である。図示されたゲート電極１２は、ガラス基板１０側から半導体層側に向かって（
即ち、図の下から順に）下地密着層１２１、触媒層１２２、導電金属層１２３、導電金属
拡散抑止層１２４によって構成され、当該ゲート電極１２は平坦な透明樹脂膜１１に形成
された溝中に埋設されている。図示されているように、ゲート電極１２の表面と透明樹脂
膜１１とは略同一平面を形成するように、透明樹脂膜の溝に埋設されている。このため、
ゲート電極１２の上部構造の平坦性は確保されるが、ミクロに見た場合の平坦性に問題が
ある。すなわち、無電解めっきによる導電金属層１２３（Ｃｕ層）表面の平坦度はＲａで
１７．７４ｎｍ、ピーク・トウ・バレイ値で１９３．９２ｎｍにも達し、その上に形成さ
れた導電金属拡散抑止層１２４（無電解めっきＮｉ層）表面も平坦度はＲａで８．５８ｎ
ｍ、ピーク・トウ・バレイ値で６８．７ｎｍである。
【００５８】
　本発明では、その上に厚さ４０ｎｍの絶縁体塗布膜１３１が形成され、この膜がゲート
電極１２と樹脂膜１１との間の隙間１１２を埋めるとともに、ゲート電極表面の凹凸を反
映しない、Ｒａで０．２４ｎｍ、ピーク・トウ・バレイ値で２．１６ｎｍという平坦な表
面を提供する。
【００５９】
　図８は、めっき配線によるゲート電極上に絶縁体塗布膜（オーバーコート膜）を形成し
た構成をＦＩＢ加工により断面を観察した状況を示す電子顕微鏡写真である。図８に示す
ように、下地のラフネスに依存せず平坦な表面を形成していることがわかる。
【００６０】
　この結果、絶縁体塗布膜（オーバーコート膜）１３１上にＣＶＤにより形成された厚さ
１５０～１６０ｎｍの窒化シリコン誘電体膜１３２の表面は、Ｒａで０．７０ｎｍ、ピー
ク・トウ・バレイ値で７．５４ｎｍという平坦性を得ることが出来た（図２）。この結果
、ゲート絶縁膜１３上に形成される半導体層にゲート電極に起因する凹凸を生じることな
く薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）を形成できるため、移動度の大幅な向上が可能となった。
【００６１】
　なお、絶縁体塗布膜（オーバーコート膜）１３１としては、ＳＯＧ（スピンオンガラス
）を用いることが出来る。ＳＯＧ膜は膜となるシロキサン成分と溶媒としてのアルコール
成分などから調整される。この溶液をスピンコート法によって基板上に塗布し、熱処理で
溶媒などを蒸発させ膜を硬化させるとＳＯＧ絶縁膜が形成される。ＳＯＧとは、これら溶
液と形成される膜の総称である。ＳＯＧは、シロキサンの構造により、シリカガラス、ア
ルキルシロキサンポリマー、アルキルシルセスキオキサンポリマー（ＭＳＱ）、水素化シ
ルセスキオキサンポリマー（ＨＳＱ）、水素化アルキルシルセスキオキサンポリマー（Ｈ
ＯＳＱ）に分類される。塗布材で分類すると、シリカガラスは第１世代無機ＳＯＧ、アル
キルシロキサンポリマーは第１世代有機ＳＯＧ、ＨＳＱは第２世代の無機ＳＯＧ、ＭＳＱ
とＨＯＳＱは第２世代有機ＳＯＧになる。また、塗布膜について説明すると、これらは５
００℃以上で焼成することが多いが、いずれにしても透明樹脂層を使うときは高温にする
ことができないので、焼成温度が３００℃以下のものを用いる。また、以上のようなＳｉ
の有機化合物、Ｓｉの無機化合物の代わりに他の有機金属化合物又は金属無機化合物を有
機溶媒に溶解したもの（特に、焼成温度が３００℃以下のもの）を用いることができる。
他の金属としては、Ｔｉ、Ｔａ、Ａｌ、Ｓｎ、Ｚｒ等を例示することができる。
【００６２】
　ここで、絶縁体塗布膜１３１およびその上のＣＶＤ誘電体膜１３２とからなるゲート絶
縁膜１３の厚さとしては、厚すぎるとトランジスタの駆動能力が悪化し、またゲート容量
が増加して信号遅延を招くことから、窒化シリコン膜であれば３５０～３６０ｎｍ程度以
下、ＥＯＴ（膜の平均誘電率で二酸化シリコンの誘電率を割った商に膜厚を掛けて得られ
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た二酸化シリコン換算膜厚）で２００ｎｍ以下が好ましい。また、その厚さが薄すぎると
リーク電流が増すこと、通常のＬＣＤであれば最大１５Ｖの電圧がＴＦＴのゲート・ソー
ス間にかかるので耐圧１５Ｖ以上であることが好ましいことから、ＥＯＴで９５ｎｍ以上
あることが好ましい。
【００６３】
　絶縁体塗布膜１３１の厚さは、下地のラフネスに依存せず平坦な表面を得るためには（
下地の表面粗さがＰ－Ｖで３０ｎｍ程度であれば）その物理膜厚が最低４０ｎｍは必要で
ある。この膜の誘電率はさまざまでありうるが、誘電率が最大１０程度であることを考え
るとＥＯＴで１５ｎｍ以上とすることが好ましい。また、最高膜厚は１２０ｎｍ程度以下
が好ましい。
【００６４】
　ＣＶＤ誘電体膜１３２の厚さは、耐圧をこの膜で主に引き受けることを考慮すると、Ｅ
ＯＴで８０ｎｍ以上が好ましい。その上限は、２００ｎｍ－１５ｎｍ＝１８５ｎｍとする
のが好ましい。
【００６５】
　次に、上記のような本実施例１の薄膜トランジスタの形成方法について図を用いて説明
する。図３～図７は本実施例１に係る薄膜トランジスタの製造方法を工程順に示す模式図
である。まず、図３を参照すると、基板としてガラス基板１０を用意する。このガラス基
板としては30インチ以上の大型画面を形成できるような大型の基板でも良い。このガラス
基板を０．５体積％のフッ酸水溶液で10秒間処理し、純水で水洗して表面の汚染をリフト
オフ除去する。次に、ガラス基板１０を、水酸化ナトリウムを純水に添加することにより
ｐＨを１０に制御した水溶液に０．１体積％の濃度でシランカップリング剤であるアミノ
プロピルエトキシシランを溶解したシランカップリング剤溶液で処理、即ち、該シランカ
ップリング剤溶液に室温で３０分間浸漬し、ガラス基板表面にシランカップリング剤を吸
着させた。その後、ホットプレート上で、１１０℃、６０分処理し、ガラス基板表面にシ
ランカップリング剤を化学結合させ、下地密着層（厚さ１０ｎｍ）１２１とした。このよ
うに、下地密着層を形成することにより、基板表面に実質的にアミノ基が配置され、金属
錯体が配位しやすい構造を作ることができる。シランカップリング剤は、通常、透明であ
るため、ガラス基板全面に渡って形成しても、本発明の効果を得ることが可能であり、更
に、ガラス基板と後の工程で用いる透明感光性樹脂の密着性を得る観点から好ましい。
【００６６】
　下地密着層１２１形成後、下地密着層の表面にポジ型フォトレジスト液を、スピンナー
を用いて塗布し、ホットプレート上で、１００℃で１２０秒間加熱プリベーク処理するこ
とにより、２μｍの厚さを有する感光性透明樹脂膜１１を形成した。尚、上記したポジ型
フォトレジストは、特開２００２－２９６７８０号公報に記載されたアルカリ可溶性脂環
式オレフィン系樹脂を含有したものを使用した。透明膜を形成する有機材料としては、ア
クリル系樹脂、シリコーン系樹脂、フッ素系樹脂、ポリイミド系樹脂、ポリオレフィン系
樹脂、脂環式オレフィン樹脂、およびエポキシ系樹脂からなる群から選ばれた透明樹脂が
使用可能である。しかし、以降の工程を容易にする観点で、透明膜としては、感光性透明
樹脂膜は好都合であり、特に、特開２００１－１８８３４３号公報あるいは特開２００２
－２９６７８０号公報に詳述されたような感光性透明樹脂組成物を使用するのが好ましい
。
【００６７】
　図４を参照すると、感光性透明樹脂膜１１の形成後、マスクアライナーにより、マスク
パターンを介して、ｇ、ｈ、ｉ線の混合光を感光性透明樹脂膜に選択的に照射した。その
後、０．３重量％テトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液で９０秒間現像した後、
純水で６０秒間リンス処理を行い、ガラス基板上に所定のパターンを有する溝を形成した
。その後、窒素雰囲気中で２３０℃、６０分の熱処理をし、感光性透明樹脂膜１１を硬化
した。次に、これを塩化パラジウム－塩酸水溶液（塩化パラジウム０．００５体積％、塩
酸０．０１体積％）に室温で３分間、浸漬し、還元剤（上村工業（株）製レデューサーＭ
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ＡＢ－２）で処理し水洗することで、形成された溝内に選択的にパラジウム触媒（厚さ１
０～５０ｎｍ）１２２を付与した。
【００６８】
　図５を参照すると、パラジウム触媒１２２を付与した基板を、銅無電解めっき液（上村
工業（株）製ＰＧＴ）に浸漬し、前述の溝内に選択的に銅層１２４（厚さ１．９μｍ）を
形成した。銅層は、続く拡散抑止膜１２４の膜厚の分だけ、透明感光性樹脂１１の表面高
さより低い位置で処理を終了することが好ましい。次に、ニッケル無電解めっき液に浸漬
し、銅層１２４上にニッケルの拡散抑止膜１２４（厚さ０．１μｍ）を形成した。
【００６９】
　図６を参照すると、次にゲート電極１２の表面から透明樹脂膜１１の表面にわたって延
在するように、絶縁体塗布膜１３１を形成した。この膜は、Ｓｉ有機化合物であるオルガ
ノシロキサンを有機溶媒（プロピレングリコールモノメチルエーテル）に溶かした液体を
塗布し、１２０℃にて大気中で９０秒間保って乾燥させ、次いで大気中（窒素ガス中でも
よい）１８０℃で１時間焼成して得たものである。次に、マイクロ波励起ＲＬＳＡプラズ
マ処理装置にてＳｉ３Ｎ４膜１３２をＣＶＤ成長させ、ゲート絶縁膜１３を作成した。次
に公知のＰＥＣＶＤ法によりアモルファスシリコン膜１４１、ｎ＋型アモルファスシリコ
ン膜１４２を連続堆積し、フォトリソグラフィー法および公知のRIE法によりゲート電極
１２上およびその周辺部を除いてアモルファスシリコン膜を一部除去した。
【００７０】
　図７を参照すると、引き続き、公知のスパッタ法などにより、ソース電極およびドレイ
ン電極とすべく、Ｔｉ、Ａｌ、Ｔｉの順で成膜を行い、フォトリソグラフィー法でパター
ニングを行うことによって、ソース電極１５およびドレイン電極１６を形成した。次に、
形成されたソース電極１５およびドレイン電極１６をマスクとして、公知の手法によりｎ
＋型アモルファスシリコン膜１４２をエッチングすることで、ソース領域とドレイン領域
の分離を行った。次に、公知のＰＥＣＶＤ法により、保護膜としてシリコン窒化膜（図示
せず）を形成して、本発明の薄膜トランジスタを完成した。
【実施例２】
【００７１】
　本発明の実施例２について図を用いて説明する。図９は本発明の実施例２による薄膜ト
ランジスタ（ＴＦＴ）の構造を示す断面図であり、ガラス基板（絶縁基板）１０上に形成
された透明感光性樹脂からなる透明樹脂膜１１と、該透明樹脂膜１１にガラス基板１０に
達するように形成され、該透明樹脂膜と略同一の高さまで形成されたゲート電極１２と、
該透明樹脂１１と該ゲート電極１２上にわたって形成された絶縁体塗布膜からなるゲート
絶縁膜１３３と、該ゲート電極１２上に該ゲート絶縁膜１３３を介して形成されてなる半
導体層１４と、該半導体層１４に接続されたソース電極１５とドレイン電極１６とを有し
ている。
【００７２】
　図１０は本実施例２に係る薄膜トランジスタのゲート電極部の構造を拡大して示した断
面図である。図示されたゲート電極１２は、ガラス基板１０側から半導体層側に向かって
（即ち、図の下から順に）下地密着層１２１、触媒層１２２、導電金属層１２３、導電金
属拡散抑止層１２４によって構成され、当該ゲート電極１２は平坦な透明樹脂膜１１に形
成された溝中に埋設されている。図示されているように、ゲート電極１２の表面と透明樹
脂膜１１とは略同一平面を形成するように、透明樹脂膜の溝に埋設されている。このため
、ゲート電極１２の上部構造の平坦性は確保されるが、ミクロに見た場合の平坦性に問題
がある。すなわち、無電解めっきによる導電金属層１２３（Ｃｕ層）表面の平坦度はＲａ
で１７．７４ｎｍ、ピーク・トウ・バレイ値で１９３．９２ｎｍにも達し、その上に形成
された導電金属拡散抑止層１２４（無電解めっきＮｉ層）表面も平坦度はＲａで８．５８
ｎｍ、ピーク・トウ・バレイ値で６８．７ｎｍである。
【００７３】
　本発明では、導電金属拡散抑止層１２４上に厚さ２５０ｎｍの絶縁体塗布膜１３３を形



(13) JP 2008-103653 A 2008.5.1

10

20

30

40

50

成し、この膜１３３によってゲート電極１２と樹脂膜１１との間の隙間１１２を埋めると
ともに、ゲート電極表面の凹凸を反映しない、Ｒａで０．３０ｎｍ、ピーク・トウ・バレ
イ値で３．５５ｎｍという平坦な表面を有するゲート絶縁膜を提供することができた。図
１３は、このようなゲート電極上に絶縁体塗布膜によるゲート絶縁膜を形成した構成の断
面を観察した状況を示す電子顕微鏡写真である。図１３に示すように、下地のラフネスに
依存せず平坦な表面を形成していることがわかる。
【００７４】
　この結果、ゲート絶縁膜上に形成される半導体層にゲート電極に起因する凹凸を生じる
ことなく薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）を形成できるため、移動度の大幅な向上が可能とな
り、更に、ゲート絶縁膜の成膜工程においてＣＶＤ工程を省略し、簡易な塗布型で成膜す
ることで工程の簡略化が実現できた。
【００７５】
　次に、上記のような本実施例２の薄膜トランジスタの形成方法について図を用いて説明
する。図１１（ａ）～（ｅ）は本実施例１に係る薄膜トランジスタの製造方法を工程順に
示す模式図である。まず、図１１（ａ）を参照すると、基板としてガラス基板１０を用意
する。このガラス基板としては30インチ以上の大型画面を形成できるような大型の基板で
も良い。このガラス基板を０．５体積％のフッ酸水溶液で10秒間処理し、純水で水洗して
表面の汚染をリフトオフ除去する。次に、ガラス基板１０を、水酸化ナトリウムを純水に
添加することによりｐＨを１０に制御した水溶液に０．１体積％の濃度でシランカップリ
ング剤であるアミノプロピルエトキシシランを溶解したシランカップリング剤溶液で処理
、即ち、該シランカップリング剤溶液に室温で３０分間浸漬し、ガラス基板表面にシラン
カップリング剤を吸着させた。その後、ホットプレート上で、１１０℃、６０分処理し、
ガラス基板表面にシランカップリング剤を化学結合させ、下地密着層（厚さ１０ｎｍ）１
２１とした。このように、下地密着層を形成することにより、基板表面に実質的にアミノ
基が配置され、金属錯体が配位しやすい構造を作ることができる。シランカップリング剤
は、通常、透明であるため、ガラス基板全面に渡って形成しても、本発明の効果を得るこ
とが可能であり、更に、ガラス基板と後の工程で用いる透明感光性樹脂の密着性を得る観
点から好ましい。
【００７６】
　下地密着層１２１形成後、下地密着層の表面にポジ型フォトレジスト液を、スピンナー
を用いて塗布し、ホットプレート上で、１００℃で１２０秒間加熱プリベーク処理するこ
とにより、２μｍの厚さを有する感光性透明樹脂膜１１を形成した。尚、上記したポジ型
フォトレジストは特開２００２－２９６７８０号公報に記載されたアルカリ可溶性脂環式
オレフィン系樹脂を含有したものを使用した。透明膜を形成する有機材料としては、アク
リル系樹脂、シリコーン系樹脂、フッ素系樹脂、ポリイミド系樹脂、ポリオレフィン系樹
脂、脂環式オレフィン樹脂、およびエポキシ系樹脂からなる群から選ばれた透明樹脂が使
用可能である。しかし、以降の工程を容易にする観点で、透明膜としては、感光性透明樹
脂膜は好都合であり、特に、特開２００１－１８８３４３号公報あるいは特開２００２－
２９６７８０号公報に詳述されたような感光性透明樹脂組成物を使用するのが好ましい。
【００７７】
　図１１（ｂ）を参照すると、感光性透明樹脂膜１１の形成後、マスクアライナーにより
、マスクパターンを介して、ｇ、ｈ、ｉ線の混合光を感光性透明樹脂膜に選択的に照射し
た。その後、０．３重量％テトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液で９０秒間現像
した後、純水で６０秒間リンス処理を行い、ガラス基板上に所定のパターンを有する溝を
形成した。その後、窒素雰囲気中で２３０℃、６０分の熱処理をし、感光性透明樹脂膜１
１を硬化した。次に、これを塩化パラジウム－塩酸水溶液（塩化パラジウム０．００５体
積％、塩酸０．０１体積％）に室温で３分間、浸漬し、還元剤（上村工業（株）製レデュ
ーサーＭＡＢ－２）で処理し水洗することで、形成された溝内に選択的にパラジウム触媒
（厚さ１０～５０ｎｍ）１２２を付与した。
【００７８】
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　図１１（ｃ）を参照すると、パラジウム触媒１２２を付与した基板を、銅無電解めっき
液（上村工業（株）製ＰＧＴ）に浸漬し、前述の溝内に選択的に銅層１２３（厚さ１．９
μｍ）を導電金属層として形成した。銅層１２３は、続く拡散抑止膜１２４の膜厚の分だ
け、透明感光性樹脂１１の表面高さより低い位置で処理を終了することが好ましい。次に
、ニッケル無電解めっき液に浸漬し、銅層１２３上にニッケルの拡散抑止膜１２４（厚さ
０．１μｍ）を形成した。
【００７９】
　図１１（ｄ）を参照すると、次にゲート電極１２の表面から透明樹脂膜１１の表面にわ
たって延在するように、絶縁体膜を塗布し、ゲート絶縁膜１３３を形成した。この膜は、
Ｓｉ有機化合物であるオルガノシロキサンを有機溶媒（プロピレングリコールモノメチル
エーテル）に溶かした液体を塗布し、１２０℃にて大気中で９０秒間保って乾燥させ、次
いで大気中（窒素ガス中でもよい）１８０℃で１時間焼成して得たものである。次に公知
のＰＥＣＶＤ法によりアモルファスシリコン膜１４１、ｎ＋型アモルファスシリコン膜１
４２を連続堆積し、フォトリソグラフィー法および公知のRIE法によりゲート電極１２上
およびその周辺部を除いてアモルファスシリコン膜を一部除去した。
【００８０】
　図１１（ｅ）を参照すると、引き続き、公知のスパッタ法などにより、ソース電極およ
びドレイン電極とすべく、Ｔｉ、Ａｌ、Ｔｉの順で成膜を行い、フォトリソグラフィー法
でパターニングを行うことによって、ソース電極１５およびドレイン電極１６を形成した
。次に、形成されたソース電極１５およびドレイン電極１６をマスクとして、公知の手法
によりｎ＋型アモルファスシリコン膜１４２をエッチングすることで、ソース領域とドレ
イン領域の分離を行った。次に、公知のＰＥＣＶＤ法により、保護膜としてシリコン窒化
膜（図示せず）を形成して、本発明の薄膜トランジスタを完成した。
【実施例３】
【００８１】
　実施例２で説明した薄膜トランジスタの製造方法において、銅層１２３上にニッケルの
拡散抑止膜１２４（厚さ０．１μｍ）を形成し、ゲート電極１２を形成した後、ゲート電
極１２の表面から透明樹脂膜１１の表面の全領域に渡って、マイクロ波励起ＲＬＳＡプラ
ズマ処理装置にてＳｉ３Ｎ４膜１３２をＣＶＤ成長させ、絶縁膜を形成した。次に絶縁体
塗布膜１３１を該Ｓｉ３Ｎ４膜上全体にわたって塗布し、ゲート絶縁膜１３を形成した。
この膜は、Ｓｉ有機化合物であるオルガノシロキサンを有機溶媒（プロピレングリコール
モノメチルエーテル）に溶かした液体を塗布し、１２０℃にて大気中で９０秒間保って乾
燥させ、次いで大気中（窒素ガス中でもよい）１８０℃で１時間焼成して得たものである
。該塗布型絶縁膜により、表面粗さの大きいゲート電極１２上へＣＶＤしたことにより生
じた絶縁膜表面の表面粗さを低減することができ、チャンネル層であるゲート絶縁膜と半
導体層との界面のラフネスを低減することができた。このときの薄膜トランジスタの断面
図を図１２に示す。
【００８２】
　尚、上記した実施形態では、液晶表示装置についてのみ説明したが、本発明は平面ディ
スプレイパネルを構成する各種基板、その他配線基板に適用できる。
【００８３】
　また、配線を構成する材料として、銅、銀だけでなく、例えば、インジウムースズオキ
サイド（ＩＴＯ）等の金属酸化物のような導電性膜を形成しても良い。
【産業上の利用可能性】
【００８４】
　本発明は液晶表示装置、有機ＥＬ装置、無機ＥＬ装置等の表示装置に適用して、これら
表示装置を大型化することができると共に、表示装置以外の配線にも適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００８５】
【図１】本発明に係る薄膜トランジスタの構造の一例を示す断面図である。
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【図２】本発明に係る薄膜トランジスタのゲート電極部の構造の一例を拡大して示す断面
図である。
【図３】本発明に係る薄膜トランジスタの製造方法の一例を工程順に説明する断面図であ
る。
【図４】本発明に係る薄膜トランジスタの製造方法の一例を工程順に説明する断面図であ
る。
【図５】本発明に係る薄膜トランジスタの製造方法の一例を工程順に説明する断面図であ
る。
【図６】本発明に係る薄膜トランジスタの製造方法の一例を工程順に説明する断面図であ
る。
【図７】本発明に係る薄膜トランジスタの製造方法の一例を工程順に説明する断面図であ
る。
【図８】本発明に係るオーバーコート膜のＦＩＢ断面を示す写真である。
【図９】本発明の実施例２の薄膜トランジスタの構造の一例を示す断面図である。
【図１０】本発明の実施例２の薄膜トランジスタのゲート電極部の構造の一例を拡大して
示す断面図である。
【図１１（ａ）】本発明の実施例２の薄膜トランジスタの製造方法の一例を工程順に説明
する断面図である。
【図１１（ｂ）】本発明の実施例２の薄膜トランジスタの製造方法の一例を工程順に説明
する断面図である。
【図１１（ｃ）】本発明の実施例２の薄膜トランジスタの製造方法の一例を工程順に説明
する断面図である。
【図１１（ｄ）】本発明の実施例２の薄膜トランジスタの製造方法の一例を工程順に説明
する断面図である。
【図１１（ｅ）】本発明の実施例２の薄膜トランジスタの製造方法の一例を工程順に説明
する断面図である。
【図１２】本発明の実施例３の薄膜トランジスタの構造の一例を示す断面図である。
【図１３】本発明の実施例２に係るオーバーコート膜の断面を示す写真である。
【符号の説明】
【００８６】
１０：ガラス基板（透明基体）
１１：透明樹脂膜
１２１：下地密着層
１２２：触媒層
１２３：導電金属層
１２４：導電金属拡散抑止膜
１３：ゲート絶縁膜
１３１：絶縁体塗布膜
１３２：ＣＶＤ誘電体膜
１４：半導体層
１４１：アモルファスシリコン膜
１４２：ｎ＋型アモルファスシリコン膜
１５：ソース電極
１６：ドレイン電極
１１：感光性透明樹脂膜
１２１：下地密着層
１２２：パラジウム触媒
１２３：銅層
１２４：拡散抑止膜
１３３：塗布型ゲート絶縁膜
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【図１０】 【図１１（ａ）】

【図１１（ｂ）】 【図１１（ｃ）】
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【図１１（ｄ）】 【図１１（ｅ）】

【図１２】
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【図８】
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【図１３】
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